
（参考１） 
 
 

「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」の主な内容 
 
 

 企業会計審議会においては、固定資産の減損会計及び投資不動産の取扱い
について審議を進めていたところであるが、今般、「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」を取りまとめ公表することとした。 
 
 

○ 固定資産の減損会計について 
 
 

１ 減損の兆候 
 
  資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又は

キャッシュ・フローの継続的なマイナス、使用範囲・使用方法の著しい変

化（事業のリストラなど）、市場価格の著しい下落などを例示として定め
る。 

 
２ 減損損失の認識 
 
  減損の兆候がある資産又は資産グループについて、割引前キャッシュ・

フローと帳簿価額を比較して、減損損失を認識するかどうか判定する。 
 
３ 減損損失の測定 
 

   帳簿価額を回収可能価額（使用価値と正味売却価額のいずれか高い金

額）まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とする。 
 

 （注）使用価値とは、資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によっ

て生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいい、正味売却価

額とは、資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定され

る金額をいう。 

 

４ 将来キャッシュ・フローの見積り 
 
  合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積る。見積りに際しては、

資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮
する。 

 



５ 資産のグルーピング 
 
  概ね独立したキャッシュ・フローを生成する最小の単位でグルーピング

を行うことを原則とし、管理会計上の区分、投資の意思決定を行う際の単
位等を考慮して定める。 

 
（注）共用資産（本社ビル、研究所等）については、原則として、共用資産に関

連する資産グループを含むより大きな単位でグルーピングを行う。共用資産の

帳簿価額を関連する資産グループに合理的な基準で配分できる場合には配分

することもできることとする。 

 
 ６ 実施時期等 
 
   今後、関係各方面の準備作業、企業側の受入準備が必要であり、これら

を考慮して、平成 17 年度（2005 年度）から完全実施されるよう措置する

ことが適当である。 
また、平成 16 年度（2004 年度）について適用することを認めるよう措

置することが適当である。なお、平成 15 年度（2003 年度）の年度決算に

ついても適用することを妨げないものとする。 
実務指針は、企業会計基準委員会において作成する。 

  
７ 投資不動産 
 
  原価評価を継続し、他の固定資産と同様に減損会計を適用する。 
 



■減損会計の手順 
 

 

 

 

 

 

 

兆候がない。 → 減損損失を認識するかどうかの判定は不要 

  兆候がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                     

 

  

 

 減損損失を認識すると判定 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

減損の兆候の把握 

減損損失を認識するかど

うかの判定 

 

減損損失の測定 

 帳簿価額－回収可能価額 

認識しないと判定 → 減損処理は不要 

注：減損損失を認識するかどうかの判定は、

将来キャッシュ・フローの総額（割引前）

と帳簿価額を比較することによって行う。 

減損損失を損益計算書に計上 

注：回収可能価額とは、 

・使用価値（資産グループの継続的使用と

使用後の処分によって生じると見積もら

れる将来キャッシュ・フローの現在価値）

と 

・正味売却価額（資産グループの時価から

処分費用見込額を控除して算定される金

額）の 

いずれか高い方の金額 

固定資産のグルーピングを行う 

注：グルーピングは、 

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小の単位で行う。 

注：減損の兆候 

資産グループに関連して、以下のような事象が発生して

いること（例示） 

・ 営業活動から生じる損益、キャッシュ・フローが継

続してマイナス 

・ 事業の廃止・再編成 

・ 経営環境の著しい悪化 

・ 市場価格の著しい下落 
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企業側等の事前準備作業 
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